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船舶インシデント調査報告書 

 

                              平成２７年９月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２５年１２月１２日 ０３時３０分ごろ 

発生場所 高知県高知市高知港南方沖 

 高知灯台から真方位１８０°３,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２８.１５′ 東経１３３°３４.３８′） 

インシデント調査の経過 

 

 平成２６年１月８日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（神戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 盛
せい

漁
りょう

丸、１９トン 

 ＫＯ２－５８２５（漁船登録番号）、個人所有 

 １９.１０ｍ（Lr）×４.３０ｍ×１.９２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４４１.３０kＷ、昭和５７年９月１７日 

 第２８２－２０９６２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２７歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２５年２月１５日 

  免許証交付日 平成２５年２月１５日 

         （平成３０年２月１４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過  本船は、船長ほか８人が乗り組み、沖合底引き網漁業の目的で、主

機を回転数毎分（rpm）約７００とし、高知港南方沖を漁場に向けて

南進中、平成２５年１２月１２日０３時３０分ごろ、機関室から異音

が発生すると同時に主機が停止した。 

 船長は、機関室を点検し、主機４番シリンダ（以下「本件シリン

ダ」という。）のクランク室右舷側蓋に破口が生じていることを認

め、運航不能と判断し、僚船に救助を要請した。 

 本船は、来援した僚船にえい
．．

航されて高知港に帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 白波、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項  本船は、例年、９月から翌年の４月の間、操業に従事しており、そ
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 れ以外は休漁して船体、機関、漁具等の整備を行い、１年間における

主機の運転時間が約２,２００～２,７００時間であった。 

 本船は、連続最大出力時における主機の回転数が７５０rpm であ

り、操業時には、通常は約７１０rpm を上限とし、また、漁場の往復

時には約７００rpm として運転していた。 

 主機は、連接棒大端部が斜め割り構造で、合わせ面がセレーション

加工されており、上下軸受内側にクランクピン軸受メタルを挿入した

のち、左右各１本の連接棒ボルトで大端部キャップを締め付ける構造

になっていた。 

 本インシデント後、機関整備業者が主機を調査したところ、次の損

傷等の状況が認められた。 

 ・本件シリンダのピストン、シリンダライナ、連接棒、クランク軸

バランスウェイト、シリンダブロックに破損、曲損等が生じてい

た。 

 ・クランク軸のクランクピン部には、潤滑阻害による焼付きは生じ

ていなかった。 

 ・本件シリンダの連接棒ボルトは、運転中、緩みが生じて折損に至

ったものと考えられる。 

 本船は、本インシデント後、船舶所有者が主機の換装を計画したも

のの、適合する機関の在庫がなく、修理をせずに売却された。 

（写真１ 主機シリンダブロック及びクランク室右舷側蓋破口部、写

真２ 本件シリンダの連接棒の曲損状況 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

 本船は、高知港南方沖を南進中、本件シリンダの連接棒ボルトが緩

んだことから、連接棒大端部と大端部キャップとの隙間が増大し、連

接棒大端部がクランク室右舷側蓋に接触して曲損し、主機の運転がで

きなくなり、運航不能となったものと考えられる。 

 本件シリンダの連接棒ボルトは、運転中、機関振動及び繰返し応力

が作用して緩んだ可能性があると考えられるが、本件シリンダの連接

棒ボルトが緩んだ状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、高知港南方沖を南進中、本件シ

リンダの連接棒ボルトが緩んだため、連接棒大端部と大端部キャップ

との隙間が増大し、連接棒大端部がクランク室右舷側蓋に接触して曲

損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えら

れる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・主機の連接棒ボルトは、定期的に緩みの有無を点検すること。 

 ・主機は、定期的にピストン抜出し整備を実施し、連接棒ボルトを

交換すること。 
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写真１ 主機シリンダブロック及びクランク室右舷側蓋破口部 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本件シリンダの連接棒の曲損状況 

 

 

 

連接棒 

連接棒大端部 

シリンダブロック クランク室右舷側蓋（破口部） 

クランク軸（クランクアーム） 
クランク軸（クランクピン） 

セレーション加工部

連接棒ボルト用穴 


